
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県 特定（産業別）最低賃金が改正されました！ 
兵庫県の特定（産業別）最低賃金の時間額が改正されました。最低賃金は、パート、 

アルバイト等すべての労働者に適用されます（適用日：令和７年 1２月１日） 

○塗料製造業 1,158 円 ○鉄鋼業 1,180 円 

○はん用機械器具製造業 

 生産用機械器具製造業   

 業務用機械器具製造業 

 

 

1,150 円 

○電子部品・デバイス・電子

回路製造業 

電気機械器具製造業         

情報通信機械器具製造業 

 

1,117 円 

 

○輸送用機械器具製造業 

 

 

1,188 円 

 

○計量器・測定器・分析機

器・試験機・測量機械器具

製造業 

 

1,117 円 

兵庫県最低賃金 1,116 円（令和 7 年 10 月 4 日発効）：兵庫県内の事業場で働くすべて

の労働者について、この兵庫県最低賃金が適用されます 

（お問い合わせ先：兵庫労働局労働基準部賃金室 TEL 078-367-9154） 

 

就職支援セミナーのご案内 

■「自分らしさ発見プログラム」 

内容：物事のとらえ方や視点を変えることで短所を長所に変える 

対象：49 歳以下の方で就職を希望する方※あかし若者サポート 

ステーションの利用登録（無料）が必要です 

日時：令和 7 年 12 月 16 日（火）10：00～12：00 

講師：あかし若者サポートステーションスタッフ 

会場：アスティアかさい３階 会議室（北条町北条 28-1） 

  ■「就職活動に AI を活用してみよう」 

内容：AI を活用した就職活動について 

日時：令和 8 年 1 月 27 日（火）10：00～12：00 

講師：清家 香代 氏（元気 FACTORY 代表） 

会場：アスティアかさい３階 集会室（北条町北条 28-1） 

（お問合せ・お申込み先） 

上記 QR コードまたは加西市ふるさとハローワーク TEL 0790-42-7600 

雇用保険を受給されている方は、求職活動実績として申告できますので、雇用保険受給資格者証をお持ちください。 

第７０号 

令和７年 12月 

 

特定（産業別）最低賃金とは？ 

特定の産業に設定されている最低賃金。地域別最低賃金（兵庫県は 1,116 円）よりも金額水

準の高い最低賃金を定めることが必要と認められた産業について設定されます。 

12月 16日 

予約QRコード 

tel:0790-42-7600


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 雇 用 Ｑ ＆ Ａ 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 近年の就職・転職市場では、応募者の「学

習歴」に注目する企業が増えているそうです

が、どのようなものですか？ 
 
A「学習歴」とは主に社会に出てから習得し

た知識や技能のことです。転職の場合で言え

ば、前職での企業内教育で身に付けた能力を

持つだけでは、新しい企業に入ったときに即

戦力と言うには物足りないことがあります。

そこで注目されているのがリカレント教育で

す。リカレント教育とは社会に出てからも、

個人が必要とすれば教育機関を利用して学ぶ

ことができる教育システムや学びのスタイル

のことです。 

  欧米ではこのリカレント教育がスタンダード

なものと認識されており、日本でも社会人が

教育機関で学ぶことができる環境作りが進め

られています。 

「ビーザム代表 中本渉様セミナーより」 

【発行】加西市ふるさとハローワーク 

〒６７５－２３１２ 加西市北条町北条 28-1アスティアかさい４F  

TEL：０７９０－４２－７６００ FAX：０７９０－４２－７６０１ 

利用時間：９：００～１７：００(月～金曜日)休業日：土・日・祝・年末年始(１２月２９日～１月３日) 

【雇用トピックス】 
「年次有給休暇を上手に活用し、 

働き方休み方を見直しましょう」 
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【最近の雇用情勢】 
（令和７年 9 月の西脇管内状況） 

・有効求人倍率の状況 1.02 倍  

       対前年同月比   0.02 ポイント減少 

対 前 月 比   0.04 ポイント増加      

 

主な職業の有効求人倍率 

 求職 求人 
有効求 
人倍率 

専 門 技 術 職 147 458 3.12 

事 務 職 303 146 0.48 

販 売 職 68 133 1.96 

サ ー ビ ス 職 105 283 2.70 

生 産 工 程 職 225 416 1.85 

輸 送 ・ 機 械 運 転 職 73 110 1.51 

建 設 ・ 採 掘 職 19 105 5.53 

運搬・清掃・包装等職 201 139 0.69 

(お問合せ先:ハローワーク西脇TEL0795-22-3181) 

 

 

Q「週休二日制」について教えてください。 

 

A １カ月間のうち１週でも 2 日休みがあっ

て、残りの３週は日曜のみ休日でも週休二日制

です。また、何曜日が休日なのか確認してくだ

さい。毎週 2 日休める場合は「完全週休二日

制」となります。祝日が休みかどうか、土日が

休みでも祝日は出勤、祝日は休みでもその週の

土曜日が出勤の場合もあります。 

土日祝日が全て休みの場合、年間休日は 115

日以上になり、加えて、夏季・盆休み、年末年

始、GW が休みなら年間休日は 120 日以上に

なります。 

丁寧な会社であれば、「土日祝日完全週休二

日制、GW,夏季、年末年始休暇あり」と表記し

ています。 

 

「人事の扉代表 桜井透様のセミナーより」 

 

ホームページ 

 

X(旧 Twitter) 


